
２

法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

前
項
に
規
定
す
る
権
限
の
う
ち
地
方
厚
生
支
局
の

管
轄
区
域
に
係
る
も
の
は
、
地
方
厚
生
支
局
長
に

委
任
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
厚
生
局
長
が
こ
れ
ら

の
権
限
を
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
前
項

に
規
定
す
る
権
限
の
う
ち
地
方
厚
生
支
局
の
管
轄

区
域
に
係
る
も
の
は
、
地
方
厚
生
支
局
長
に
委
任

す
る
。
た
だ
し
、
地
方
厚
生
局
長
が
こ
れ
ら
の
権

限
を
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）、
第
十
七
条
第
一
項
（
法
第
十
八
条
第
二
項

及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
、

第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十

二
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地

方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
七

条
第
一
項
（
法
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、

第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
、
第

二
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
二
条
に
規
定
す

る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に

委
任
す
る
。

（
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通

信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
四
（
第
十
条
及
び
第
十
一
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
十
条
及
び
第
十
一
条
関
係
）

表
一

（
略
）

表
一

（
略
）

表
二

表
二

医
師
法

第
二
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
処
方

箋
の
交
付

医
師
法

第
二
十
二
条
の
規
定

に
よ
る
処
方
せ
ん
の

交
付

歯
科
医
師
法

第
二
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
処
方

箋
の
交
付

歯
科
医
師
法

第
二
十
一
条
の
規
定

に
よ
る
処
方
せ
ん
の

交
付

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
に
係
る
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
定

め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
に
係
る
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

を
定
め
る
省
令
（
令
和
元
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保

の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
十
五
条
第
二
項
の

業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保

の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
十
五
条
第
二
項
の

業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一

法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

地
域
に
お
い
て
効
率
的
か
つ
質
の
高
い
医
療
提

供
体
制
を
構
築
す
る
た
め
の
医
療
機
関
等
の
提

供
す
る
医
療
に
係
る
情
報
化
の
促
進
に
要
す
る

費
用
の
補
助
に
関
す
る
事
項

一

法
第
二
十
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
地
域
に

お
い
て
効
率
的
か
つ
質
の
高
い
医
療
提
供
体
制

を
構
築
す
る
た
め
の
医
療
機
関
等
の
提
供
す
る

医
療
に
係
る
情
報
化
の
促
進
に
要
す
る
費
用
の

補
助
に
関
す
る
事
項

二

（
略
）

二

（
略
）

（
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
に
係
る
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部

改
正
）

第
四
条

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
に
係
る
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令

（
令
和
元
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。（

傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
勘
定
区
分
）

（
勘
定
区
分
）

第
二
条

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的

な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成

元
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
第
二
十
五
条
に
規

定
す
る
医
療
介
護
情
報
化
等
特
別
会
計
の
う
ち
、

法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
医
療
機
関
等
情
報
化

補
助
業
務
に
係
る
経
理
に
お
い
て
は
、
貸
借
対
照

表
勘
定
及
び
損
益
勘
定
を
設
け
、
貸
借
対
照
表
勘

定
に
お
い
て
は
資
産
、負
債
及
び
資
本
を
計
算
し
、

損
益
勘
定
に
お
い
て
は
収
益
及
び
費
用
を
計
算
す

る
。

第
二
条

法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
医
療
機
関
等

情
報
化
補
助
業
務
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
の
特
別

の
会
計
（
以
下
「
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
関
係

特
別
会
計
」
と
い
う
。）に
お
い
て
は
、
貸
借
対
照

表
勘
定
及
び
損
益
勘
定
を
設
け
、
貸
借
対
照
表
勘

定
に
お
い
て
は
資
産
、負
債
及
び
資
本
を
計
算
し
、

損
益
勘
定
に
お
い
て
は
収
益
及
び
費
用
を
計
算
す

る
。

（
予
算
の
内
容
）

（
予
算
の
内
容
）

第
三
条

前
条
の
経
理
の
会
計
の
予
算
は
、
予
算
総

則
及
び
収
入
支
出
予
算
と
す
る
。

第
三
条

医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
関
係
特
別
会
計

の
予
算
は
、
予
算
総
則
及
び
収
入
支
出
予
算
と
す

る
。

（
事
業
計
画
及
び
資
金
計
画
）

（
事
業
計
画
及
び
資
金
計
画
）

第
九
条

法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
医
療
機
関
等

情
報
化
補
助
業
務
に
関
す
る
事
業
計
画
に
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
計
画
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条

法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
医
療
機
関
等

情
報
化
補
助
業
務
に
関
す
る
事
業
計
画
に
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
計
画
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ

る
地
域
に
お
い
て
効
率
的
か
つ
質
の
高
い
医
療

提
供
体
制
を
構
築
す
る
た
め
の
医
療
機
関
等
の

提
供
す
る
医
療
に
係
る
情
報
化
の
促
進
に
要
す

る
費
用
の
補
助
に
関
す
る
事
項

一

法
第
二
十
四
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
地
域

に
お
い
て
効
率
的
か
つ
質
の
高
い
医
療
提
供
体

制
を
構
築
す
る
た
め
の
医
療
機
関
等
の
提
供
す

る
医
療
に
係
る
情
報
化
の
促
進
に
要
す
る
費
用

の
補
助
に
関
す
る
事
項

二

（
略
）

二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
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